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大宜味村：やんばるの自然

広報誌

第21号

沖縄県介護保険広域連合嘉手納町「ロコモアップ教室」

沖縄県介護保険広域連合とは？
　介護保険財政を安定させ、介護サービスの平準化を
図るとともに、介護保険の諸課題の解決に取り組んで
いる特別地方公共団体です。
沖縄県内の 29の市町村で構成されています。

沖縄県介護保険広域連合

人口・・・・・・・・・・・444,992 人
高齢者数（65歳以上）・・・103,452 人
高齢化率 ・・・・・・・・・・23.2％
認定率（第１号被保険者のみ）・17.6％

広域内人口情報等    令和３年 12 月末時点（ 典拠：住民基本台帳等）

○介護保険担当課連絡先○介護予防事業の紹介

○沖縄県介護保険広域連合
所在地：〒９０４－０３９８　
沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階 
総務課
予算・議会・統計資料・広報誌・介護保険事業計画・地域支援事業等

☎098-911-7500

業務課（給付係）
介護サービスに関すること　（サービスの種類・内容・利用料等）

☎098-911-7501

業務課（指導係）
介護給付適正化（過誤等）・地域密着型サービス等

☎098-911-7502

会計課
介護保険料（納め方・口座振替の手続き）・被保険者証・資格等

☎098-911-7503

認定課

FAX【各課共通】
要介護認定及び認定結果の通知等

☎098-911-7504

098-911-7506

市町村名 担当課名 電話番号
国頭村
大宜味村
東村
今帰仁村
本部町
恩納村
宜野座村
金武町
伊江村
伊平屋村
伊是名村
読谷村
嘉手納町
北谷町
北中城村
中城村
西原町
豊見城市
八重瀬町
南城市
与那原町
久米島町
南風原町
渡嘉敷村
座間味村
粟国村
渡名喜村
南大東村
北大東村

福祉課
住民福祉課
福祉保健課
福祉保健課
福祉課
福祉課
健康福祉課
保健福祉課
住民課
住民課
住民福祉課
福祉課
福祉課
福祉課
福祉課
福祉課

健康支援課
障がい長寿課
社会福祉課
生きがい推進課
福祉課
福祉課

保健福祉課
民生課
住民課
民生課
民生課
福祉民生課
福祉衛生課

０９８０－４１－２７６５
０９８０－４４－３００３
０９８０－４３－２２０２
０９８０－５６－４１８９
０９８０－４７－２１６５
０９８－９６６－１２０７
０９８－９６８－３２５３
０９８－９６８－５９３３
０９８０－４９－２００２
０９８０－４６－２１４２
０９８０－４５－２８１９
０９８－９８２－９２０９
０９８－９５６－１１１１
０９８－９３６－１２３４
０９８－９３５－２２６３
０９８－８９５－１７３８
０９８－９４５－４７９１
０９８－８５６－４２９２
０９８－９９８－９５９８
０９８－９１７－５３４１
０９８－９４５－１５２５
０９８－９８５－７１２４
０９８－８８９－４４１６
０９８－９８７－２３２２
０９８－８９６－４０４５
０９８－９８８－２０１７
０９８－９８９－２３１７
０９８０２－２－２０３６
０９８０２－３－４０５５

　70歳以上の方を対象に、町内３ヶ所（西浜区、東区、
北区）で週１回開催している介護予防教室です。健康
運動指導士等の指導のもと、立ち上がりや歩行などの
動作に大切な筋力を鍛えるトレーニングを行ってお
り、特別な道具は使わずに家でも取り組めるよう続け
やすい運動となっています。写真の教室は、北区の県
営団地集会場で開催されているクラスです。同じ団地
に住んでいても普段なかなか顔を合わせる機会が少な
い人とも、団地の集会場を会場にすることで声掛けし
あうきっかけにもなっています。夏の暑い日にも、水
分補給をしながら参加者同士励まし合って活動してお
り、今後は各教室日以外にも自主活動として健康づく
りと交流の場としても広げていけたらと考えていま
す。

豊見城市　『骨コツ貯筋運動教室』
　65歳以上の方を対象に、理学療法士等の指導のもと、
ストレッチやセラバンドを取り入れた体操教室を実施
しています。自治会集会所等で実施している地域型で
は、各地域月１回の教室を実施し、中央型は JA ホー
ルで月２回の教室を実施しています。（JA ホールで月
２回の教室を実施する中央型は、令和３年度中止）
　各会場で市民の皆さんが積極的に参加され、にぎや
かに活動されています。
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１. 納めよう介護保険料 ２. 介護保険料（特別徴収）の仮徴収と本徴収について

３．コツコツ目指そう！ちゃーがんじゅう（介護保険料を抑えるためにも・・・）

（１）給付制限について（介護保険料を滞納すると・・・）

第 60回沖縄県介護保険広域連合議会定例会の審議について

●利用している介護サービスの費用を、いったん全額支払わなければならない場合があります。
●介護サービスを利用する際、納めていない期間に応じて自己負担が３割又は４割に引き上げられたり、
高額介護サービス費の支給を受けられない場合があります。

　介護保険料の納付方法が特別徴収（年金天引き）の方は、４月・６月・８月に、10月・12月・２月に、
合わせて年に６回納めてもらっています。介護保険料の年額は、その年度の本人及び世帯（※）の住民税
課税状況や前年の所得に基づき計算されます。
　前年の所得が確定するのは毎年６月頃のため、年額保険料が決まる前の４月・６月・８月徴収分につい
ては、前年度の所得等を参考に仮に算定された保険料で納めてもらいます。これを仮徴収といいます。前
年の所得等に基づき決まった年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を 10 月・12 月・２月の３回に分
けて納めます。これを本徴収といいます。
　年度の途中で徴収額が増減することに疑問をもつ方もいるかと思いますが、これは４～８月の仮徴収、
10月～２月の本徴収で算定方法が異なるためです。

　高齢になると筋力が低下し、20 歳頃の筋肉量
を基準に考えると、80 歳くらいでは男女ともに
30% 前後の低下がみられることから、10 年間で
およそ 6%ずつ低下していることになります。
　筋力が低下する原因として最も多いのは「不活
発な生活」です。高齢になると社会参加や外出の
頻度が減りがちです。その結果、活動性はさらに
低下し、筋肉の萎縮を急速に進行させてしまうこ
とがあります。しかし、適切な運動を続けていれ
ば、高齢者であっても筋力の回復を目指すことが
できます。
　介護予防のためには、①普段から積極的に社会参加する、②家事や趣味活動など活動的に生活する、③効
果的な運動を継続する、ことが大切です。特におすすめの運動は、ウォーキングや筋トレ（スクワットや
かかと上げ）、ラジオ体操です。運動は仲間と一緒に行うと効果的です。年齢問わず、不活発な生活になっ
てしまっていないか、今一度ご自身の生活を見直してみませんか。

令和４年２月 10日（木）に令和４年２月定例会を行いました。
議案等の議決結果については、沖縄県介護保険広域連合ホームページよりご覧いただけます。

①　１年間滞納した場合
●サービス利用時の支払方法の変更
（償還払いへの変更）
　介護サービスを利用したとき、いっ
たん利用料の全額を自己負担し、申
請によりあとで９割～７割相当分の
払い戻しを受ける「償還払い」に支
払方法が変更になります。

※第１号被保険者１人あたりの給付費＝各年度の給付費累計／各年度末時点での第１号被保険者
※高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費は含まない。

前年の所得が確定していないため、前年度の所得等を
参考に、仮に算定された保険料で納付します。

確定した年間保険料から、仮徴収で納めた額を差し引
き、残った額を３回に分けて納めます。（２）介護保険料の徴収状況について

特別徴収（現年度分）

普通徴収（現年度分）

普通徴収（現年度分・滞納繰越分）に
占めるコンビニ納付の割合

滞納繰越分

合　　計

差押件数

令和２年度分
令和３年度分
令和２年度分
令和３年度分
令和２年度分
令和３年度分
令和２年度分
令和３年度分

第１号被保険者
１人あたりの給付費

令和２年度分
令和３年度分

7 件　853,966 円
１件　512,172 円

83.76％
84.28％
56.95％
57.66％
10.35％
9.43％
76.62％
77.39％

34.57％
（令和３年12月末現在）

（１月末現在）

（令和２年度：令和３年１月５日現在）
（令和３年度：令和４年１月５日現在）

※世帯・・・原則として４月１日現在での住民登録上の世帯。

４月 ６月
仮徴収 本徴収

８月 10 月 12 月 ２月

資料：介護保険事業状況報告（年報）

（３）介護保険料は介護サービスの大切な財源です
第１号被保険者の総給付費の推移

②　１年６ヶ月間滞納した場合
●保険給付の一時差し止め
●差し止め額から滞納保険料を控除
　償還払いになった保険給付の一部
または全部を、一時的に差し止める
などの措置がとられます。
　なお滞納が続く場合は、差し止め
られた額から、滞納した保険料が差
し引かれる場合もあります。

③　２年以上滞納した場合
●利用者負担の引き上げ
●高額介護サービス費・高額医療合
算介護サービス費・特定入所者介護
サービス費の支給停止
　介護保険料の未納期間に応じて、
利用者負担が３割または４割に引き
上げられるほか、高額介護サービス
費等が受けられなくなります。

第１号被保険者
総給付費 27,609,692,835円

300,956円

91,740人
28,317,032,980円

298,149円

94,976人
29,242,397,080円

298,617円

97,926人
29,778,932,851円

295,514円

100,770人

平成 29 年度

300億円
295億円
290億円
285億円
280億円
275億円
270億円
265億円

102,000人
100,000人
98,000人
96,000人
94,000人
92,000人
90,000人
88,000人
86,000人

（総給付費） （第１号被保険者数）

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度

予算案

４件

条例案

１件

その他議案

１件

承　認

１件

報　告

１件

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度

おススメの運動
ウォーキング ラジオ体操

筋トレ
【スクワット】【かかと上げ】

第１号被保険者
総給付費
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●高額介護サービス費・高額医療合
算介護サービス費・特定入所者介護
サービス費の支給停止
　介護保険料の未納期間に応じて、
利用者負担が３割または４割に引き
上げられるほか、高額介護サービス
費等が受けられなくなります。

第１号被保険者
総給付費 27,609,692,835円

300,956円

91,740人
28,317,032,980円

298,149円

94,976人
29,242,397,080円

298,617円

97,926人
29,778,932,851円

295,514円

100,770人

平成 29 年度

300億円
295億円
290億円
285億円
280億円
275億円
270億円
265億円

102,000人
100,000人
98,000人
96,000人
94,000人
92,000人
90,000人
88,000人
86,000人

（総給付費） （第１号被保険者数）

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度

予算案

４件

条例案

１件

その他議案

１件

承　認

１件

報　告

１件

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度

おススメの運動
ウォーキング ラジオ体操

筋トレ
【スクワット】【かかと上げ】

第１号被保険者
総給付費
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◉納めよう介護保険料　◉介護保険料（特別徴収）の仮徴収と本徴収について

◉コツコツ目指そう！ちゃーがんじゅう　◉第60回議会定例会の審議について

◉介護予防事業の紹介　◉介護保険担当課連絡先

検　索

ホームページも見てね！

〈発行日〉
2022年 3月 1日

大宜味村：やんばるの自然

広報誌

第21号

沖縄県介護保険広域連合嘉手納町「ロコモアップ教室」

沖縄県介護保険広域連合とは？
　介護保険財政を安定させ、介護サービスの平準化を
図るとともに、介護保険の諸課題の解決に取り組んで
いる特別地方公共団体です。
沖縄県内の 29の市町村で構成されています。

沖縄県介護保険広域連合

人口・・・・・・・・・・・444,992 人
高齢者数（65歳以上）・・・103,452 人
高齢化率 ・・・・・・・・・・23.2％
認定率（第１号被保険者のみ）・17.6％

広域内人口情報等    令和３年 12 月末時点（ 典拠：住民基本台帳等）

○介護保険担当課連絡先○介護予防事業の紹介

○沖縄県介護保険広域連合
所在地：〒９０４－０３９８　
沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階 
総務課
予算・議会・統計資料・広報誌・介護保険事業計画・地域支援事業等

☎098-911-7500

業務課（給付係）
介護サービスに関すること　（サービスの種類・内容・利用料等）

☎098-911-7501

業務課（指導係）
介護給付適正化（過誤等）・地域密着型サービス等

☎098-911-7502

会計課
介護保険料（納め方・口座振替の手続き）・被保険者証・資格等

☎098-911-7503

認定課

FAX【各課共通】
要介護認定及び認定結果の通知等

☎098-911-7504

098-911-7506

市町村名 担当課名 電話番号
国頭村
大宜味村
東村
今帰仁村
本部町
恩納村
宜野座村
金武町
伊江村
伊平屋村
伊是名村
読谷村
嘉手納町
北谷町
北中城村
中城村
西原町
豊見城市
八重瀬町
南城市
与那原町
久米島町
南風原町
渡嘉敷村
座間味村
粟国村
渡名喜村
南大東村
北大東村

福祉課
住民福祉課
福祉保健課
福祉保健課
福祉課
福祉課
健康福祉課
保健福祉課
住民課
住民課
住民福祉課
福祉課
福祉課
福祉課
福祉課
福祉課

健康支援課
障がい長寿課
社会福祉課
生きがい推進課
福祉課
福祉課

保健福祉課
民生課
住民課
民生課
民生課
福祉民生課
福祉衛生課

０９８０－４１－２７６５
０９８０－４４－３００３
０９８０－４３－２２０２
０９８０－５６－４１８９
０９８０－４７－２１６５
０９８－９６６－１２０７
０９８－９６８－３２５３
０９８－９６８－５９３３
０９８０－４９－２００２
０９８０－４６－２１４２
０９８０－４５－２８１９
０９８－９８２－９２０９
０９８－９５６－１１１１
０９８－９３６－１２３４
０９８－９３５－２２６３
０９８－８９５－１７３８
０９８－９４５－４７９１
０９８－８５６－４２９２
０９８－９９８－９５９８
０９８－９１７－５３４１
０９８－９４５－１５２５
０９８－９８５－７１２４
０９８－８８９－４４１６
０９８－９８７－２３２２
０９８－８９６－４０４５
０９８－９８８－２０１７
０９８－９８９－２３１７
０９８０２－２－２０３６
０９８０２－３－４０５５

　70歳以上の方を対象に、町内３ヶ所（西浜区、東区、
北区）で週１回開催している介護予防教室です。健康
運動指導士等の指導のもと、立ち上がりや歩行などの
動作に大切な筋力を鍛えるトレーニングを行ってお
り、特別な道具は使わずに家でも取り組めるよう続け
やすい運動となっています。写真の教室は、北区の県
営団地集会場で開催されているクラスです。同じ団地
に住んでいても普段なかなか顔を合わせる機会が少な
い人とも、団地の集会場を会場にすることで声掛けし
あうきっかけにもなっています。夏の暑い日にも、水
分補給をしながら参加者同士励まし合って活動してお
り、今後は各教室日以外にも自主活動として健康づく
りと交流の場としても広げていけたらと考えていま
す。

豊見城市　『骨コツ貯筋運動教室』
　65歳以上の方を対象に、理学療法士等の指導のもと、
ストレッチやセラバンドを取り入れた体操教室を実施
しています。自治会集会所等で実施している地域型で
は、各地域月１回の教室を実施し、中央型は JA ホー
ルで月２回の教室を実施しています。（JA ホールで月
２回の教室を実施する中央型は、令和３年度中止）
　各会場で市民の皆さんが積極的に参加され、にぎや
かに活動されています。


